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①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得
等
が

　

あ
る
人

　

◎
30
年
中
の
所
得
が
、
基
礎
控
除
、
配
偶
者

　
　

控
除
、
扶
養
控
除
等
の
所
得
控
除
の
合
計

　
　

を
超
え
る
人

②
給
与
所
得
者
の
場
合

　

◎
給
与
の
年
間
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

　

◎
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い
る
人
で
、

　
　

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合

　
　

計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

　

◎
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
人

　
　

で
、「
年
末
調
整
を
受
け
な
い
給
与
の
収

　
　

入
」と
、「
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

　
　

所
得
」と
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
年
金
受
給
者
の
場
合

　

◎
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
が
、
所
得
控

　
　

除
の
合
計
を
超
え
る
人

①
印
鑑

②
本
人
確
認
書
類（
下
記
参
照
）

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
、
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
通
知
カ
ー
ド（
下
記
参
照
）

④
給
与
、
年
金
、
報
酬
等
の
あ
る
場
合

　

◎
源
泉
徴
収
票

　

◎
報
酬
等
の
支
払
調
書

※
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー
で
な
い
も
の

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

　

◎
領
収
書
や
医
療
費
通
知
を
も
と
に
作
成
し

　
　

た
医
療
費
控
除
の
明
細
書
も
し
く
は
セ
ル

　
　

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書

※
平
成
31
年
分
の
確
定
申
告
ま
で
は
領
収
書
の

　

添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す

⑥
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料

　

控
除
を
受
け
る
場
合

　

◎
払
込
証
明
書

⑦
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合

　
◎
障
害
者
手
帳

　

◎
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
要
介
護
認
定

　
　

者
は「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

⑧
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合

　

◎
領
収
書
、
証
明
書
等

⑨
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

　

◎
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書

　

◎
家
屋
の
請
負
、
売
買
契
約
書
の
写
し

　

◎
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残

　
　

高
証
明
書 

　

◎
住
宅
ロ
ー
ン
等
に
含
ま
れ
る
敷
地
等
の
購

　
　

入
に
係
る
借
入
金
等
に
つ
い
て
こ
の
控
除

　
　

を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
敷
地
等
の
登
記

　
　

事
項
証
明
書
、
そ
の
敷
地
等
の
分
譲
に
係

　
　

る
契
約
書
等
で
そ
の
敷
地
等
の
取
得
価
格

　
　

・
取
得
年
月
日
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　
　

ま
た
は
そ
の
写
し

　

口
座
振
込
で
の
受
取
り
と
な
る
た
め
、
金
融
機
関
名
、
預
金
の
種
類
、

口
座
番
号（
本
人
名
義
に
限
る
）が
必
要
で
す
。

①
青
色
申
告
の
人

②
は
じ
め
て
営
業
等
事
業
所
得
や
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人

③
分
離
課
税
所
得
の
申
告
を
要
す
る
人
（
土
地
等
の
資
産
お
よ
び
株
式

　

等
の
譲
渡
所
得
、申
告
分
離
課
税
を
選
択
す
る
配
当
所
得
の
あ
る
人
）

④
所
得
税
の
税
額
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

※
２
年
目
以
降
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）、　

　

配
当
控
除
、
寄
附
金
特
別
控
除
は
受
付
で
き
ま
す

⑤
贈
与
税
の
申
告
お
よ
び
個
人
事
業
者
で
消
費
税
の
申
告
義
務
が
あ
る

　

人

●
住
吉
福
祉
文
化
会
館（
半
田
市
宮
路
町
53
）

受
付
内
容

　

所
得
税
、
贈
与
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税

期
間
・
受
付
時
間

　

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

　

９
時
00
分
～
16
時
00
分

※
２
月
24
日（
日
）・
３
月
３
日（
日
）は
受
付
け
ま
す

※
会
場
の
混
雑
状
況
等
に
よ
り
、
早
め
に
受
付
を
終
了
す
る
こ

　

と
が
あ
り
ま
す

●
役
場
第
５
会
議
室

受
付
内
容

　

町
県
民
税
、
一
部
の
所
得
税

期
間
・
受
付
時
間

　

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

　

９
時
00
分
～
12
時
00
分
、
13
時
00
分
～
16
時
00
分

※
還
付
申
告
、
お
よ
び
町
県
民
税
の
申
告
（
住
宅
借
入
金
等
特

　

別
控
除
を
除
く
）
は
２
月
１
日（
金
）か
ら
受
付
け
ま
す

※
例
年
、
午
前
の
早
い
時
間
帯
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
混
雑

　

状
況
等
に
よ
り
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
午
前
に
来
ら
れ
た
場
合
で
も
午
後
か
ら
の
申
告
受
付

　
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
期
限
間
近
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
早
め
に

申
告
し
ま
し
ょ
う
。
駐
車
場
は
、
役
場
北
駐
車
場
、
役
場
東
長
尾
山
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
町
県
民
税
、
個
人
事
業
税
の
申
告
は
、
所
得
税
の
申
告
を
す
れ
ば
同
時
に
済
み
ま
す

※
前
年
に
役
場
ま
た
は
税
務
署
の
会
場
で
確
定
申
告
を
し
た
人
に
は
、
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
ハ

　

ガ
キ
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
ハ
ガ
キ
を
持
参
し
て
申
告
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ
が

　

届
か
な
い
人
で
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の「
申
告
が
必
要
な
人
」を
ご
確

　

認
く
だ
さ
い

※
た
だ
し
、
公
的
年
金
収
入
の
合
計
が
４
０
０

　

万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
以
外
の
所

　

得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
人
は
、
確
定
申
告

　

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

町
県
民
税
の
み
申
告
し
て
く
だ
さ
い

①
給
与
所
得
者
で
、
平
成
30
年
の
途
中
で
退
職

　

し
、
そ
の
後
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
、
年
末

　

調
整
を
し
て
い
な
い
人

②
給
与
所
得
者
で
、
雑
損
、
医
療
費
、
寄
附
金
、

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
等
を
受
け
る
こ
と

　

が
で
き
る
人

③
年
金
受
給
者
で
、
医
療
費
、
社
会
保
険
料
控

　

除
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

　

31
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住
ん
で
い
る

人
で
、
次
に
あ
て
は
ま
る
人
は
町
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
税
の
申
告
を
す
る
人
は
、
町
県
民
税
の

　

申
告
は
不
要
で
す

①
営
業
、
農
業
、
大
工
、
日
雇
い
等
を
し
て
い

　

る
人
や
不
動
産
収
入
等
の
あ
る
人

②
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

　

加
入
し
て
い
る
人
（
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

　

て
い
る
場
合
を
除
く
）

③
給
与
所
得
者
の
場
合

　

◎
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
あ
る
人

　

◎
雑
損
、
医
療
費
控
除
等
の
各
種
所
得
控
除

　
　

を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
人

④
年
金
受
給
者
の
場
合

　

◎
公
的
年
金
収
入
の
合
計
が
４
０
０
万
円
以

　
　

下
で
、
天
引
き
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
等

　
　

の
各
種
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き

　
　

る
人

　

◎
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

　
　

の
あ
る
人

⑤
平
成
30
年
中
の
収
入
が
無
い
人
、
ま
た
は
、

　

非
課
税
収
入
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
失

　

業
給
付
金
等
）
の
み
の
人
で
、
同
居
の
親
族

　

の
税
法
上
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な
い
人

所
得
税
の
申
告

　

半
田
税
務
署
１
階
の
受
付
窓
口

町
県
民
税
の
申
告
書

　

役
場
第
５
会
議
室
受
付

※
申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す

申
告
期
間
は
、２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）ま
で

役
場
で
は
、２
月
１
日（
金
）か
ら
還
付
・
町
県
民
税
申
告
を
受
付

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
人

申
告
に
必
要
な
も
の

所
得
税
の
還
付
金
を
受
取
る
場
合

■
申
告
会
場

町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

作
成
済
み
の
申
告
書
の
提
出
先

▼
次
の
人
は
申
告
を
す
る
こ
と
で

　

所
得
税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す

▼
役
場
で
は
申
告
受
付
が
で
き
な
い
人

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
へ

　

平
成
30
年
12
月
31
日
現
在
、
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
障
害

者
控
除
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て

も
身
体
等
の
状
態
に
よ
り
、
対
象
外

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者

に
は「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
１
月
中
に
役
場
福
祉
課
か
ら
送
付

し
ま
す
。

医
療
費
控
除
に
使
用
す
る
証
明
書

　

前
年
ま
で
に
医
師
よ
り
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
の
発
行
を
受
け
た
人

で
、
平
成
30
年
12
月
31
日
現
在
、
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
医

師
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
に
代
わ
り
、役
場
福
祉
課
で
「
証

明
」
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
役
場
福
祉
課
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
通
知

　

平
成
30
年
分
の
医
療
費
通
知
は
医

療
費
控
除
の
申
告
に
使
用
で
き
ま
す
。

医
療
費
通
知
は
２
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

保
険
料
等
の
支
払
明
細
書（
申
告
用
）

　

各
保
険
（
国
民
健
康
保
険
税
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険

料
）の
平
成
30
年
分
支
払
明
細
書（
普

通
徴
収
分
）
は
、
あ
わ
せ
て
１
月
中

に
送
付
し
ま
す
。

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、
マイナンバーの記載＋本人確認（番号確認と身元確認）
書類の掲示または写しの添付が必要です。

■マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの人
・マイナンバーカードのみで、本人確認が可能
・e-Tax を利用すれば、本人確認書類の掲示、写しの添
　付は不要

■マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない人
【番号確認書類】
〇ご本人のマイナンバーを確認できる書類
　・����通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載のあるものに限る）の内、いず
れか一つ

【本人確認書類】
〇�記載したマイナンバーの持ち主であることを確認でき
る書類
　・�運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、
身体障害者手帳、在留カード等の内、いずれか一つ

＋

税についての相談は
半田税務署　☎ 21-3141
（受付時間 8：30 ～ 17：00）
※土・日曜日、祝日は除く


